
（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

 

鉄塔固定架台の更新箇所について 

 ・特記仕様書「別紙4(1/3)納入機器一覧」 

 ・図面「図面番号2-5、2-6、3-5、3-6」 

 

 仕様書（別紙4(1/3)納入機器一覧）の機器名称において、「1.受信基地局

設備-①自動追尾受信装置」の鉄塔固定架台が納入機器となっていますが、図

面（図面番号2-5、2-6、3-5、3-6）において鉄塔固定架台は既設と明記され

ていますがその箇所が更新対象となりますでしょうか。 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

図面における鉄塔固定架台については、既設の空中線用の鉄塔固定架台で

あり、鉄塔に溶接されており、そのまま使用する予定のため、更新は考えて

おりません。 

納入機器の鉄塔固定架台は、更新後の空中線を鉄塔に固定するための架台

となります。 

 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

 

既設機器の仮設および移設について 

・特記仕様書(30ページ)「4.2.4既設機器の仮設・改修・移設・切換・撤去工

」 

 既設機器の仮設はどのような目的で実施するのか具体的に教授お願いしま

す。 

 また、仮設時の運用の全体イメージを示す資料等があれば提示お願いしま

す。 

 

 質問の趣旨としては、県庁統制局、防災航空センター、図書館、中継局の

局舎内機器の仮設のための移設は可能だとしても各中継局の自動追尾受信装

置は鉄塔上の設置のため仮設は出来ないと考えいます。従って、新機器と旧

機器の平行運転は不能と考えいます。また、既設の各中継局の自動追尾受信

装置と統制局等に設置する新設の受信基地局制御装置、中継局の駆動制御装

置とは製造メーカ毎に接続インターフェースが異なるため接続は出来ないと

考えます。 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

仕様書には、仮設および移設の記載はありますが、発注段階では仮設およ

び移設については想定しておりません。 

受注後、必要に応じて発注者との協議をお願いします。 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

 

既設機器の仮設場所について 

・特記仕様書(30ページ)「4.2.4既設機器の仮設・改修・移設・切換・撤去

工」3項 

  

 「３．既設機器の移設場所は、設計図に示す場所とするが～」と記載があ

りますが、設計図についてご支給お願いします。 

 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

発注段階では、移設の想定はしていないため、設計図はありません。受注

後、移設の必要が生じた場合に提供します。 

 

 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

 

既設機器の改修作業について 

・特記仕様書(30ページ)「4.2.4既設機器の仮設・改修・移設・切換・撤去

工」5項 

  

 「５．既設機器の改修作業は、設計書及び監督員の指示に従って実施を行

うこと。」と記載がありますが、どのような改修作業となるのか具体的に教

授お願いします。 

 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

既設機器の改修作業は、本業務以外の機器の改修を意図しています。 

なお、当初設計では本業務以外の機器については、改修を見込んでおりま

せんが、機器製造、現地施工の段階で本業務外の機器の改修の必要が生じた

場合は、発注者と協議してください。 

なお、当課以外が管理する機器の改修については、当該機器を管理する担

当課の承諾が必要です。 

 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

 

ヘリコプター運行による画像伝送試験について 

  

 ヘリコプターテレビ電送システム機器更新後、実際にヘリコプターを運行

させ、総合試験を本業務委託工期内で実施しますでしょうか。実施する場合

、ヘリコプター運行機数は何機見込んでいるでしょうか。 

 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

総合試験については、本業務委託工期内で実施することと考えています。

なお、運行するヘリコプターは県所有の１機を見込んでいます。 

 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

既設機器の仮設に伴う費用について 

・特記仕様書(30ページ)「4.2.4.既設機器の仮設・改修・移設・切替・撤去

工」1項 

・施工代価表 

  

 既設機器の仮設作業において、総括委託内訳表（内訳表）に見込まれてい

るのでしょうか。見込まれている場合、仮設作業は内訳表のどの部分となる

のでしょうか。 

 見込まれていない場合は、仮設設置および仮設場所からの撤去は設計変更

の対象と考えいて良いでしょうか。 

 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

別質問の回答のとおり、発注段階では、仮設作業については見込んでおり

ません。 

仮設設置等が必要と見込まれた場合は、発注者と協議のうえ設計変更の対

象とします。 

 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

自動追尾受信装置（受信アンテナ、レドーム、追尾受信高周波部、空中線

取付架台）の設置および撤去について （対象施工場所：金山中継局、黒沢

山中継局） 

・図面（図面番号2-2-2、図面番号3-2-2） 

・施工代価表 

  

 自動追尾受信装置（受信アンテナ、レドーム、追尾受信高周波部、空中線

取付架台）の設置および既設撤去は鉄塔上部への設置および既設撤去となる

が、設置および既設撤去においてはデリッククレーン等の建設機械を仮設し

楊重作業が必要となります。 

 デリッククレーン等の建設機械費用および仮設のための労務費について本

業務委託に見込まれているのでしょうか。見込まれている場合、仮設作業は

内訳表のどの部分となるのでしょうか。 

 見込まれていない場合は、楊重作業に伴う建設機械費用および仮設のため

の労務費について、設計変更の対象と考えいて良いでしょうか。 

 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

既設の受信アンテナ等の設置の際には、デリッククレーン等の建設機械を

使用せず設置しているため、建設機械を使用して仮設する想定はしておりま

せん。 

 施工に楊重作業に伴う建設機械が必要になった場合は、発注者と協議をお

願いします。必要に応じて設計変更の対象とします。 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

業務場所での建築物の石綿含有調査について 

 石綿障害予防規則（労働安全衛生法）に伴い、建物の改修、加工する際は

、建築物石綿含有建材調査者の資格を有するものが石綿含有事前調査を行う

ようになっております。下記の施工予定場所において石綿含有調査済みでし

ょうか。また、調査済みであれば石綿含有箇所はありますでしょうか。 

 本業務委託で建築物の加工を予定している部位は以下です。 

  ①県庁統制局9階防災無線機器室（床面） 

  ②県庁統制局2階無線統制室（床面） 

  ③金山中継局2階通信機器室（床面） 

  ④黒沢山中継局2階通信機器室（床面） 

  ⑤消防防災航空センター2階事務室（床面および天井面） 

  ⑥消防防災航空センター2階会議室（天井面） 

  ⑦県立図書館2階機器室（床面） 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

本業務の業務場所については、消防防災航空センターを除き、当課が管理

する施設ではないため、消防防災航空センター含め、受注後に提示します。 

 

 



（様式第４号）  

仕様書に対する質問・回答書 

 

                                                          令和６年１２月１０日

岡山県消防保安課長 殿 

 

                                  所   在   地 

                                  商号又は名称 

代   表   者                      

                                     （担 当 者                    ） 

                                     （電話番号             ） 

                                     （ＦＡＸ番号                          ） 

公告番号 第587号 

業 務 名     消防防災ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新業務委託 

 

 

 

質 

 

 

問 

  

 

事 

 

 

項 

 

 

建築物の石綿含有調査費用について 

 

 

 石綿障害予防規則（労働安全衛生法）に伴う、建築物等石綿含有事前調査

が未実施の場合、本業務で石綿含有調査費用は当初設計に含まれるのでしょ

うか。あるいは設計変更の対象となるのか教授願います。 

 

 

 

 

回 

 

 

 

 

 

答 

 

 

 

 

 

本業務では、当初設計では石綿含有調査費用は含まれておりません。石綿

含有調査を実施した場合は、設計変更の対象とします。 

 


